
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
六
十
二
号

北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
北
方
地
域
の
施
政
に
つ
い
て
存
す
る
特
殊
事
情
及
び
こ
れ
に
基
因
し
て
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
特
殊
な
地
位
等
に
か
ん
が
み
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
に
北
方
地
域
旧

漁
業
権
者
等
そ
の
他
の
者
の
営
む
漁
業
そ
の
他
の
事
業
及
び
そ
の
生
活
に
必
要
な
資
金
を
低
利
で
融
通
さ
せ
、
も
つ
て
こ
れ
ら
の
者
の
営
む
漁
業
そ
の
他
の
事
業
の
経
営
と
そ
の
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
北
方
地
域
」
と
は
、
歯
舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　
北
方
地
域
の
一
部
を
そ
の
地
区
の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
し
て
い
た
旧
水
産
業
団
体
法
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
漁
業
会
若
し
く
は
旧
漁
業
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
業
組
合
が
同
法
第
五
条
の
免
許
を
受
け
て
有
し
て
い
た
専
用
漁
業
権
又
は
こ
れ
を
目
的
と
す
る
入
漁
権
に
基
づ
き
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
い
て
旧
水
産
業
団
体
法
第
十
三
条
第
二
項
又
は
旧
漁

業
法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
し
て
い
た
個
人
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
（
当
該
指
定
及
び
第
六
号
の
指
定
を
受
け
た
者
の
全
員
が
死
亡
し
た
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
除
く
。
）

二
　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
お
い
て
、
北
方
地
域
の
周
辺
の
主
務
省
令
で
定
め
る
海
域
内
に
所
在
す
る
漁
場
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
こ
と
に
つ
き
旧
漁
業
法
第
四
条
若
し
く
は
第
六
条
の
免
許
を
受
け
、
又
は
当
該
免
許
に
係
る

漁
業
権
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
た
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
員
又
は
出
資
者
た
る
個
人
）
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
引
き
続
き
六
月
以
上
北
方
地
域
に
生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た
者
並
び
に
そ
の
者
の
子
で
あ
つ
て
、
同
日
以
前
六
月
未
満
の
期
間
内
に
北
方
地
域
に
お
い
て
出
生

し
、
か
つ
、
引
き
続
き
同
日
ま
で
北
方
地
域
に
い
た
も
の
及
び
同
日
後
北
方
地
域
に
お
い
て
出
生
し
た
も
の
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
）

四
　
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
、
子
及
び
父
母
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
当
該
配
偶
者
、
子
及
び
父
母
の
う
ち
に
前
三
号
に
掲
げ

る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
（
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
）

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
配
偶
者
、
子
、
孫
又
は
子
若
し
く
は
孫
の
配
偶
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
等
（
そ
の
者
が
主
と
し
て
当
該
配
偶
者
等
の
収
入

に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
子
又
は
孫
の
う
ち
に
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
前
号
の
指
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
等
の
う
ち
に
当
該
指
定
を
受
け
る
者
以
外
に
介
護
、
介
助
そ
の
他
収
入
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
の
生
活
の
安
定
に
主
と
し
て
寄

与
し
て
い
る
配
偶
者
等
が
い
る
と
き
は
、
当
該
寄
与
し
て
い
る
配
偶
者
等
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
そ
の
者
が
当
該
指
定
と
併
せ
て
指
定
し
た
者

七
　
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
等
（
そ
の
者
が
主
と
し
て
当
該
配
偶
者
等
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
場
合
と
し
て
主
務
省
令

で
定
め
る
場
合
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
配
偶
者
等
が
そ
の
者
の
死
亡
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
受
け
た
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
子
又
は
孫
の

う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

八
　
前
号
の
確
認
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
等
の
う
ち
に
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
に
介
護
、
介
助
そ
の
他
収
入
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
の
生
活
の
安
定

に
主
と
し
て
寄
与
し
て
い
た
配
偶
者
等
が
い
る
と
き
は
、
当
該
寄
与
し
て
い
た
配
偶
者
等
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
当
該
確
認
と
併
せ
て
当
該
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
旨
の
確
認
を
受
け
た
者

（
基
金
）

第
三
条
　
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
資
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
基
金
を
置
く
。

２
　
前
項
の
基
金
の
額
は
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
四
条
　
協
会
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
な
う
。

一
　
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
し
、
そ
の
営
む
漁
業
そ
の
他
の
事
業
又
は
そ
の
生
活
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

二
　
漁
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
人
に
対
し
、
当
該
法
人
が
そ
の
構
成
員
た
る
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
し
て
そ
の
営
む
漁
業
そ
の
他
の
事
業
又
は
そ
の
生
活
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
た
め
の
資
金

を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

三
　
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
が
主
た
る
構
成
員
又
は
出
資
者
と
な
つ
て
い
る
法
人
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
営
む
漁
業
そ
の
他
の
事
業
に
必
要
な
資
金
（
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
貸
し

付
け
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
業
務
の
委
託
等
）

第
五
条
　
協
会
は
、
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
金
融
機
関
に
対
し
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
委
託
を
受
け
た
金
融
機
関
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
す
る
も
の
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

（
報
告
及
び
検
査
）

第
六
条
　
内
閣
総
理
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
託
者
に
対
し
、
当
該
受
託
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
受
託
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
当

該
受
託
業
務
に
係
る
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

1



（
主
務
省
令
）

第
七
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
内
閣
府
令
、
農
林
水
産
省
令
と
す
る
。

（
罰
則
）

第
八
条
　
受
託
者
が
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
受
託
者
の
役
員
又

は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
二
二
日
法
律
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
附
則
第
十
一
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
特
別
措
置
法
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
二
一
日
法
律
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
二
四
日
法
律
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
六
十

四
条
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
規
定
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
に
係
る
当
該
法
律
の
規
定
に
規
定
す
る
書
類
（
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本

輸
出
入
銀
行
法
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
開
発
銀
行
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
う
ち
、
平
成
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
半
期
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
法
律
第
一
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
　
平
成
十
五
年
十
月
一
日

（
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
前
条
の
規
定
の
施
行
前
に
旧
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
通
則
法
、
こ
の
法
律
又
は
新
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
法
中
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ

の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
に
係
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
会
の
設
立
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者
が
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
は
、
当
該
指
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
の
指
定
を
し
た
者
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
た
者
が
平
成
八
年
九
月
三
十
日
以
前
に
死
亡
し
た
場
合
及
び
新
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
旧
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
又
は

第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
て
い
た
者
を
除
く
。
）
が
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
子
及
び
孫
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
二
五
日
法
律
第
七
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
し
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
指
定
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
旧
法
指
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
指
定
と
み
な
す
。

２
　
施
行
日
前
に
旧
法
指
定
を
し
た
者
（
こ
の
項
又
は
次
項
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
者
が
主
と
し
て
配
偶
者
等
（
新
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
配
偶
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
入
に
よ
っ

て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
子
又
は
孫
の
う
ち
に
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
配
偶
者
等
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
は
、
新
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
指
定
と
み
な
す
。

３
　
施
行
日
前
に
旧
法
指
定
を
し
た
者
（
前
項
又
は
こ
の
項
の
指
定
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
配
偶
者
等
の
う
ち
に
旧
法
指
定
を
受
け
た
者
（
前
項
の
指
定
と
併
せ
て
こ
の
項
の
指
定
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
指
定
を

受
け
る
者
を
含
む
。
）
以
外
に
介
護
、
介
助
そ
の
他
収
入
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
者
の
生
活
の
安
定
に
主
と
し
て
寄
与
し
て
い
る
配
偶
者
等
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
子
又
は
孫
の
う
ち
に
新
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
寄
与
し
て
い
る
配
偶
者
等
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
指
定
は
、
新
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
指
定
と
み
な
す
。

４
　
新
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
施
行
日
以
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
者
が
同
日
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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